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郵
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一
河
一
日
理
一
付
)

論

叢

地
租
改
正
案
に
於
け
る
若
干
問
題

貨
幣
蚊
量
説
に
つ
い
て
・
・
・
・
・
・
・
丈
率
一
博
士

-
法
皐
博
士

~ J三l ~五匂~:了己1'n fl召

44叫

商
人
の
漁
業
家
化

湖
逸
山
川
ヨ
コ
ロ
Z
N
P
Z羽
尚
一

nfdy
の
理
論
・
・
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士

米
穀
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町
駅
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統
一
-
-
-
-
-
-
-
-
慌
時
喰
士

格

将

位

帥

野

町
謂
「
経
漕
統
計
事
一
に
就
い
て
・
-
一
・

5
m皐士

我
闘
に
於
げ
る
家
賃
信
用
保
険
・
目
経
済
事
士

英
囲
内
功
投
資
ト
ラ
ス
ト
の
近
況
・
・
・
経
済
皐
士

悌
蘭
両
の
地
方
財
政
・
・
・
・
・

-

M

士
宮
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士
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の
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資
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て
・

四
民
一
千
等
令
三
百
姓
一
撲
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題
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湾
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縄
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来量

悌
蘭
西
の
地
方
財
政

島置

偽
蘭
両
の
地
方
財
政

武

団

長

太

郎

地
ト
心
経
済
雑
誌
記
巾
古
田
門
町
一
p
p円
同
o
g
g
g
P
7
4
r
何一回目沖)は

本
年
一
月
悦
ぞ
「
悌
柏
崎
閣
の
地
方
財
政
と
地
方
政
策
-
な
る
特
別

時
四
と
し
て
編
斡
し
、
比
中
に
有
徒
主
る
諸
論
丈
や
集
め
て
ゐ
る
。

就
中
「
仰
蘭
同
地
方
閣
憾
の
財
政
」
の
論
文
は
、
地
方
財
政
研
究

に
闘
し
て
教
ゆ
る
所
が
少
く
な
い
。
以
下
そ
の
大
要
を
紹
介
す

る。

ー
最
近
の
偽
蘭
西
地
方
財
政

倒
閣
問
の
地
方
閣
儒
(
。
。
E
B
E
m
)
の
暗
闇
算
は
、
ハ
住
h
H

膨
脹

す
る
趨
勢
を
示
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
主
(
原
因
は
戦
争
の
結
果

と
し
て
経
済
上
に
凶
変
化
が
起
り
、
物
慣
が
騰
賞
し
、
そ
れ
に
踏

む
て
地
方
・
艇
の
皮
員
及
び
傭
人
の
俸
給
給
料
が
卜
.
昇
し
た
の
に

も
よ
る
の
で
あ
る
が
、
叉
八
時
間
般
労
働
制
の
採
用

ω矯
め
に
、

吏
員
数
を
培
し
七
十
品
ahh
共
現
由
と
な
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
然

第
三
十
巻

八
三
六

第
五
披

凹l

し
仰
蘭
同
の
地
方
開
般
の
経
費
の
膨
脹
せ
し
最
も
重
大
な
る
原

凶
と
し
て
は
、
祉
曾
立
法
の
制
定
を
あ
け
ね
ば
な
ら
ぬ
。
例
繭

聞
の
議
舎
は
、
戦
争
後
盛
ん
に
枇
曾
立
法
ぞ
制
定
し
た
の
で
あ

る
が
、
そ
れ
に
要
す
る
負
躍
は
凡
て
地
方
圏
躍
が
背
負
ひ
込
み
、

共
結
果
と
し
て
地
方
晴
朗
算
を
膨
脹
せ
し
め
に
の
で
あ
る
。
か
の

街
牛
.
、
道
路
、
救
済
事
業
、
教
育
に
封
す
る
経
費
は
、
議
曾
に

よ
っ
て
規
定
せ
ら
れ
し
も
の
で
地
方
策
算
の
膨
脹
に
興
っ
て
力

あ
る
も
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
地
方
抽
出
算
の
膨
脹
は
、
い
か

に
も
必
然
的
な
夜
腿
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
針
す
る
財
源
に
つ
ぎ

て
は
刷
思
せ
ら
れ
な
か
っ
に
。
従
っ
て
枇
曾
立
法
に
よ
っ
て
膨

脹
し
た
る
此
等
経
費
を
支
排
す
る
に
宙
り
、
地
方
閣
回
開
問
有
の

財
源
令
榊
加
す
る
の
で
h
な
く
、
叉
新
財
政
制
度
を
採
用
す
る

の
で
も
な
い
所
に
、
仰
蘭
困
地
方
財
政
の
悩
み
が
存
す
る
の
で

あ
る
。試

み
に
官
版
統
計
か
ら
二
=
一
の
数
字
を
引
用
す
る
。
地
方
圏

鰭
(
の
O
B
E
E
S
Lし
防
相
・
(
口
弘
司

E
O
B
gる
と
の
粧
費
が
膨
脹
の

傾
向
ぞ
有
す
る
事
、
及
び
そ
の
増
加
の
大
部
分
を
巴
阜
市

E
セ

ー
ヌ
燃
と
が
占
め
て
ゐ
る
事
は
突
の
数
字
で
明
ら
か
で
あ
る
。



地
町内方

冨関

市憾
の m

~~ 
質経

費

一
九
三
年

車亙

費

肝

脚

白内
セ

I
ヌ
賂
の
経
費

(
単
位
百
高
フ
ラ
ン
)

九一一三年

一九二七年

九
、
七
八
一

同
、
己
口
(
〕

一三屯一回
U
主
司
、

J
J

三一，

更
に
地
方
図
憾
の
公
債
は
、
次
の
如
41
縫
動
せ
し
数
字
冶
示

‘
し
て
ム
W
4
0
0

1-:1二一工広
三|主会|年

見|三夫|年

三|思主|幸

、|合宍|年

地
方
圏
憾
の
A

官
僚

巴
里
市
の
公
債

合

(
車
位
百
高
フ
ヲ

y
)

ニ
の
数
字
に
よ
れ
ば
、
地
方
債
は
一
九
一
三
年
よ
り
一
九
二

一
年
迄
に
於
て
は
、
殆
ん
ど
増
加
し
て
ゐ
な
い
が
、

九

年
よ
り
一
九
二
八
年
迄
に
於
て
は
、
巴
阜
市
を
除
く
地
方
閤
慌

は
、
地
方
債
の
額
を
著
し
く
培
し
て
倍
加
し
て
ゐ
る
地
方
も
あ

る
。
最
近
に
地
方
債
が
増
加
し
て
来
た
の
は
、
地
方
闇
棺
が
収

雑

録

倒
繭
商
の
地
方
財
政

入
の
不
足
を
‘
地
方
債
に
よ
っ
て
充
大
し
に
矯
め
で
な
い
。
こ

れ
一
方
に
は
、
大
都
市
に
出
現
し
に
川
の
市
鍔
事
業
計
奮
が
求

骨
日
有
の
設
建
守
一
不
し
に
結
果
で
あ
り
、
他
方
に
於
て
、
中
小
め

地
方
圏
鰐
が
そ
の
枇
曾
生
活
の
標
準
金
、
時
代
の
準
歩
に
適
合

せ
し
め
ん
と
し
て
、
財
政
需
要
を
膨
脹
せ
し
め
仁
矯
め
で
あ
る
o

ー
ー

働
蘭
西
の
地
方
税

例
閣
同
の
地
方
周
憶
は
、
和
税
の
賦
課
徴
収
に
閲
し
て
は
櫨

限
少
く
事
寅
に
於
て
岡
家
の
監
都
が
非
常
に
紙
端
に
去
は
れ
て

ゐ
る
。
地
方
圏
構
の
議
算
は
九
百
高
フ
ラ
ン
以
下
の
収
入
の
場

合
は
、
知
事
の
許
可
必
要
し
、
九
百
高
7
-
フ
ン
以
上
の
場
合
は

大
統
領
の
命
令
に
よ
っ
て
許
可
せ
ら
れ
る
事
と
な
っ
て
ゐ
る
。

更
に
凡
て
の
経
費
は
、
そ
の
内
政
作
に
闘
し
て
検
査
そ
受
け
、
殴

替
せ
ら
れ
る
と
い
ふ
有
様
で
あ
る
。
偽
繭
凶
の
地
方
閣
慣
の
税

源
と
し
て
は
、
次
の
四
つ
を
あ
け
る
事
が
山
川
来
る
。

て

サ

ン

テ

4
1
ム
附
加
税

二
、
都
市
消
費
税

二
、
岡
税
の
委
譲
額

第
一
一
一
十
巻

第
五
披

一
一
一
五

A 

-ヒ



雑

録

働
関
西
白
地
方
財
政

四
、
雑
穂
税

以
下
各
種
の
税
源
に
つ
き
、
簡
寧
な
る
説
明
を
加
へ
る
。

( 

、、-

サ
ン
テ
ィ

l
ム
附
加
税

サ
シ
テ
ィ
l
ム
附
加
税

は
、
地
方
圏
慢
の
財
政
牧
入
の
内
で
最
も
重
要
な
る
地
位
を
占

め
、
一
九
一
一
六
年
の
如
き
は
四
十
二
億
フ
ラ
ン
に
昇
っ
て
ゐ
る
。

現
行
所
得
税
法
寅
施
前
に
は
、
悌
蘭
西
の
同
家
は
地
租
と
替
業

税
と
門
窓
税
と
家
賃
杭
と
の
四
つ
令
徴
牧
し
て
ゐ
れ
。

六
竿
以
来
国
家
は
こ
の
四
税
の
課
徴
ぞ
廃
止
し
仁
が
、
其
後
も

此
の
四
校
が
根
嫁
と
な
っ
て
、
地
方
税
が
成
立
し
て
ゐ
る
の
で

カa

あ
る
。
百
分
一
校
邸
ち
サ
ン
テ
ィ

l
ム
附
加
税
は
、
ニ
れ
等
擬

制
的
の
国
税
冶
基
礎
と
し
て
、
百
分
の
一
を
徴
牧
す
る
と
い
ふ

精
一
肺
か
ら
出
裂
し
て
成
立
し
大
も
の
で
あ
る
。
然
し
一
九
二
五

年
以
来
、
門
窓
械
を
標
準
と
す
る
事
を
廃
止
し
た
か
ら
、
現
在

に
於
て
は
す
ン
テ
ィ

l
ム
附
加
税
の
資
源
を
な
す
も
の
は
、
わ

づ
か
に
三
つ
に
過
ぎ
な
い
。
印
ち
土
地
(
地
租
)
と
家
屋
賃
貸
債

格
〈
家
賃
税
)
と
地
方
商
工
業
(
営
業
税
)
と
で
あ
る
。

サ
ン

4
7
4
l
ム
附
加
税
は
、
市
町
村
曾
で
決
定
す
る
を
原
則

と
す
る
が
、
法
定
数
以
上
ぞ
課
徴
す
る
場
合
は
、
知
事
叉
は
大

第
三
十
傘

A 

A 

第
五
競

一一占ノ、

統
領
の
許
可
を
要
す
る
事
と
さ
れ
て
ゐ
る
。
而
し
て
こ
の
法
定

数
以
下
の
サ
ン
テ
ィ

l
ム
附
加
税
を
課
徴
す
る
地
方
閣
鰻
は
地

方
債
を
起
し
得
る
特
構
ぞ
享
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
勿
論
償
還

期
は
コ
一
十
ナ
年
、
地
方
債
額
は
六
百
高
フ
一
フ
シ
以
下
叉
は
最
近

二
ナ
年
の
卒
均
牧
入
額
以
下
な
る
傑
件
の
詐
す
範
閣
内
に
於
て

C

あ
る
。

悌
繭
聞
に
於
て
は
戦
争
以
来
、
物
償
が
非
常
に
騰
賞
し
に
の

で
、
サ
ン
テ
イ
ム
附
加
税
も
自
然
課
徴
令
高
め
ざ
る
を
得
な

く
な
り
、
凡
て
が
ヲ
}
の
法
定
額
ぞ
超
過
す
る
が
如
き
欣
態
で
あ

る
。
こ
の
サ
士
ア
イ

l
A
附
加
枕
の
最
も
大
な
る
依
鮪
は
、
時

勢
の
進
運
に
件
は
な
い
事
で
あ
る
。
即
ち
サ
ン
テ
ィ

1
ム
附
加

税
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
図
税
の
査
定
が
、
葎
来
の
税
訟
に
よ

っ
て
ゐ
る
矯
め
に
、
賃
際
債
機
以
下
と
な
り
貫
情
じ
適
合
し
な

い
か
ら
で
あ
る
。

( 

一一』
国
税
の
委
譲
額

此
制
度
は
図
税
の
一
部
を
、
共

同
開
館
基
金
に
繰
り
入
れ
、
そ
の
後
に
於
て
、
共
同
閣
摺
基
金

よ
り
関
係
地
方
圏
韓
の
諌
算
に
刻
り
常
て
る
の
で
あ
る
。
鴎
稔

の
委
譲
額
の
最
も
重
要
な
る
も
の
は
、
第
一
は
間
接
消
費
税
に



屈
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

一
九
二
六
年
に
五
億
二
千
寓
フ
ラ
ン

の
委
譲
相
酬
を
貸
し
、
更
に
取
引
税
は
二
億
-
一
千
九
百
高
フ
ラ
ン

の
収
入
ゃ
あ
け
て
ゐ
る
。

先
づ
間
接
消
費
税
に
つ
き
て
設
明
す
る
。
酒
精
消
費
税
は
、

そ
の
三
分
の
一
巻
人
口
数
に
比
例
し
て
、
地
方
圏
憶
に
分
割
す

る
事
、
と
し
て
ゐ
る
。
ビ
ー
ル
税
は
そ
の
半
額
在
、

一
九
一
一
一
一
年

の
消
費
量
に
臆
じ
て
各
地
方
園
陸
に
分
割
す
る
。
葡
萄
酒
税
、

県
酒
税
等
は
、
そ
の
牧
徒
の
五
分
の
こ
ぞ
地
方
閣
偲
に
分
割
す

ゐ
事
と
な
っ
て
ゐ
ゐ
が
、
分
割
の
方
法
は
閉
ゐ
複
雑
に
し
て
、

飲
料
の
種
類
に
よ
っ
て
臭
っ
て
ゐ
る
。

弐
に
取
引
税
や
見
る
。

一
九
二

O
年
六
月
二
十
五
日
の
法
律

は
、
法
律
行
震
の
締
結
の
数
に
針
す
る
園
税
や
規
定
し
て
ゐ
る

の
で
あ
る
が
、
腕
と
地
方
闇
値
と
の
潟
め
に
、
十
分
の
一
花
け

高
め
て
賦
課
す
る
事
と
な
っ
て
ゐ
る
。
こ
の
十
分
の
一
の
令
額

が
共
周
囲
値
基
金
を
作
り
、
+
引
の
原
則
に
よ
っ
て
分
割
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
。
卸
ち
照
に
は
三
分
の
一
を
、
地
方
闇
憶
に
は
三

分
の
こ
を
胤
ハ
へ
、
而
し
て
そ
の
分
配
割
合
は
営
該
牒
及
び
地
方

園
惜
の
人
口
の
比
に
よ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
闘
税
の
委
譲
額
の

雑

銀

傍
蘭
西
の
地
方
財
政

制
度
を
採
用
せ
る
結
果
と
し
て
地
方
圏
棋
は
、
徴
収
費
な
し
に

戸
舗
の
牧
入
を
獲
得
す
る
事
が
出
来
る
の
で
あ
る
が
、
他
面
に

於
て
は
、
中
央
権
力
に
針
す
る
強
品
川
、
隷
属
闘
係
在
自
然
に
作
る

と
云
ふ
弊
害
も
あ
る
。
加
ふ
る
に
分
割
の
方
法
は
、
地
方
闇
憾

の
財
政
負
携
ぞ
少
し
も
考
慮
し
な
い
機
械
的
の
も
の
で
あ
る
。

郎
ち
こ
の
制
度
の
下
に
於
て
は
、
或
地
方
圏
億
は
委
譲
額
を
受

け
な
が
ら
、
こ
れ
を
利
用
せ
示
、
他
の
地
方
闇
鰭
は
大
な
る
園

税
を
負
婚
し
て
ゐ
ゐ
に
拘
ら
示
、
非
常
に
少
い
委
譲
舗
を
得
る

の
み
で
あ
ゐ
o
'
』
の
後
者
の
地
方
閤
鰐
は
、
勢
ひ
地
方
税
に
す

が
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
勿
論
関
税
委
譲
相
酬
の
分
割
の

根
擦
を
岬
変
更
す
る
必
要
の
あ
る
事
は
、
政
府
首
局
も
十
分
に
之

を
認
め
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
然
し
如
何
せ
ん
、
時
機
未
だ
熟
せ

す
、
今
日
の
所
で
は
各
地
方
開
館
の
財
政
需
要
ぞ
精
確
に
顧
慮

し
、
分
割
額
を
安
定
せ
し
む
る
症
に
至
ら
な
い
の
で
あ
る
。

( 

一一、-
都
市
消
費
税

地
方
圏
憶
が
課
徴
す
る
公
課
で
あ
っ
て
、
特
に
地
方
的
消
費
や

廷
に
都
市
消
費
税
と
い
ふ
の
は
、

捕
捉
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
都
市
消
費
税
は
、
勢
ひ
大
量

的
に
消
費
せ
ら
れ
る
品
物
に
課
す
る
事
と
な
る
。
例
へ
ば
精
肉
・

第
三
十
答

八
三
九
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雑

銀

悌
蘭
悶
の
地
方
財
政

豚
肉
・
魚
肉
・
貯
蔵
食
料
品
・
ぜ
l
ル
・
卵
・
チ
ー
ズ
・
薪
・
石
炭
・
油
・

エ
キ
ス
・
建
築
材
料
・
石
鹸
等
が
、
そ
の
課
税
物
件
で
あ
る
。

概
数
千
四
百
高
の
人
口
を
包
蔵
す
る
千
九
十
二
の
地
方
閣
鰐

が
一
九
二
六
年
に
於
て
徴
牧
し
た
所
の
都
市
消
費
税
の
綿
牧
入

額
は
、
七
億
一
千
九
百
十
首
何
フ
ラ
ン
に
し
て
、
突
の
畑
き
内
諜

と
な
る
。
(
車
位
千
フ
ラ
ン
)

合其飼飲燃 原 : 食

料ホl

計他品料 料 料

ーじ ー三

一四二一四四四
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一五四七九 O た
0000000  
0 0 0  0 000  

ロ
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夫
故
に
各
消
費
者
の
割
首
額
を
平
均
し
て
見
る
と
、
五
一
一
・

五
フ
ラ
ン
と
な
る
。
然
し
ニ
の
額
は
、
都
市
に
よ
っ
て
非
常
に

臭
っ
て
ゐ
る
。
巴
里
市
で
は
一
七

0
フ
ラ
ン
に
昇
り
、

セ

ヌ

燃
に
於
け
る
地
方
圏
健
の
卒
均
額
は
六

0
フ
ラ
ン
・
で
あ
る
。

ア
ー
ル
、

セ
ー
ル
及
び
ロ
ゼ

l
ル
で
は
、
平
均
舗
は
十
フ
ラ
ン

に
し
て
、
プ
ル
ブ
才

l
卜
地
方
は
三
・
一
一
二
フ
ラ
ン
で
あ
る
。

ロ

第
三
十
巻

第
五
貌

八

八
問
。

都
市
消
費
税
の
教
は
、
漸
次
減
少
の
傾
向
を
有
し
て
ゐ
る
。

一
九
一
九
年
に
は
一
二
六
五
な
り
し
も
の
が
、

一
九
二
六
年

一
月
一
日
に
は
一
、
一

O
O
と
な
り
、
一
九
二
七
年
じ
ば
二
三
じ

減
じ
、

一
九
二
八
年
に
は
途
に
一
間
と
な
っ
た
。

(
四
)

雑
種
枕

一
九
一
一
六
年
八
月
十
四
日
の
ニ
ポ

l
法

に
よ
っ
て
、
地
方
間
関
は
新
税
争
創
設
し
得
る
可
能
性
ぞ
典
へ

ら
れ
る
事
と
な
っ
亡
。
，
』
れ
に
よ
っ
て
、
地
庁
開
鍛
冶
し
て
都

市
消
費
税
を
、
自
ら
準
ん
で
廃
せ
し
め
ん
と
し
に
の
で
あ
る
。

然
し
乍
ら
貫
際
に
於
て
、
都
市
は
既
に
こ
の
税
の
火
部
分
を
、

指
定
の
名
義
或
は
他
の
名
目
に
よ
っ
て
徴
牧
し
て
ゐ
土
か
ら
、

一ポ

l
法
の
寅
径
は
雑
椅
枕
の
徴
牧
の
手
続
を
間
単
純
化
し
七
瓢

に
止
る
。

地
方
圏
慌
が
そ
の
財
政
欣
態
十
倍
改
善
せ
ん
が
矯
め
に
、
自
由

に
選
揮
し
得
る
雑
種
税
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

て
飲
料
商
人
白
免
許
手
数
料
の
附
加
税

二
、
馬
駿
馬
及
び
車
の
税

=
一
、
玉
突
場
の
枕

四
、
ク
ラ
プ
の
枕

五
、
農
耕
地
の
純
牧
盆
の
税

， 



六
、
来
耕
地
の
純
収
盆
の
税

七
、
パ
ル
コ
=
ー
と
張
出
し
た
連
築
物
の
積

入
、
住
宅
の
枕

九
、
値
目
業
用
白
室
の
枕

十
、
道
具
附
貸
室
の
枕

十
一
、
塵
芥
除
去
白
稔

十
二
、
自
動
車
・
自
縛
車
及
び
自
動
自
轄
車
白
税

十
=
一
、
祭
器
の
枕

十
四
、
家
庭
教
師
の
枕

十
五
、
ガ
ス
と
電
気
と
に
よ
る
暖
房
と
矯
光
の
税

十
六
、
下
水
装
置
の
枕

十
七
、
娘
紫
揚
・
テ
一
一
戸

2
1
ト
・
ゴ
ル
フ
場
其
他
類
似
の
場
所
由
利

盆
叉
は
賃
貸
料
白
税

十
八
、
選
興
枕

十
九
、
競
馬
場
・
興
行
場
・
停
車
揚
及
び
活
動
寓
民
館
白
入
場
料
の
税

二
十
、
出
血
管
枕

二
十
て
磁
場
の
税

二
十
二
、
自
動
版
費
器
及
び
向
動
音
築
器
の
積

三
十
三
、
行
商
人
の
税

か
く
て
地
方
閣
憾
の
主
要
な
る
租
税
は
、

一
九
二
七
年
に
於

て
次
の
数
字
を
示
し
て
ゐ
る
。
〈
単
位
百
高
フ
ラ
y
)

雑

品生

悌
蘭
西
白
地
方
財
政

サ

Y
テ
イ

1
ム
附
相
続

農
耕
地
:
・
:
・
:
:
・
・
六
六

O
J

来
耕
地
:
・
・
:
:
・
=
一
大

O
一}

=
一
、
一
八

O

動

産

税

:

:

・

:
j
i
-
-
z
六
大

O
一

替

業

税

:

:

・

-

-

一

五

、

0
0」

都
市
消
費
税
:
・
:
:
:
・
-
:
・
:
・
七
三

O

園
枕
の
委
譲
額

(

イ

)

取

引

税

:
:
:
:
i
-
二
三

O

(
ロ
)
間
接
精
農
枕
:
:
・
:
・
五
二

O

雑

種

税

4

U

小

'

七

三

o

h
I

ヨ
i

L

、
三
，
、
、
J

J
A
1

当

初

」

ノ

二

て

ノ

fι

、

こ
の
数
字
と
地
方
圏
悼
の
支
出
線
額
と
の
間
に
は
、
著
し
き

相
違
が
在
し
て
ゐ
る
。
邸
ち
一
九
二
一
一
一
年
に
は
六
十
三
億
ヌ
ラ

一
九
二
七
年
に
は
九
十
七
億
フ
ラ
ン
に
見
積
ら
れ

ン
に
上
。
、

る
。
こ
の
相
違
は
数
字
に
よ
っ
て
示
す
事
を
得
ざ
る
、
，
次
の
牧

径
の
存
す
る
矯
め
で
あ
る
。
邸
ち

一
、
地
方
園
健
の
企
業
牧
益

二
、
商
工
業
の
性
質
金
崎
市
び
る
公
管
事
業
牧
入

ミ
各
種
の
手
数
料
並
に
使
用
料

四
、
園
家
叉
は
鯨
ょ
の
の
補
助
金

第
三
十
巻

第
荒
波
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四
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雑

鎌

傍
蘭
商
白
地
方
財
政

第
四
の
補
助
金
は
、
可
な
り
複
雑
な
る
計
算
方
法
に
よ
っ
て

確
定
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
由
晴
校
建
築
の
補
助
金
、
水
道
工
事
建
設

に
封
す
る
補
助
金
が
共
例
で
あ
る
。
岡
家
は
補
助
金
に
よ
り
地

方
閣
健
ぞ
補
助
す
る
の
で
あ
る
が
、
此
事
は
や
が
て
地
方
財
政

を
図
家
に
隷
属
せ
し
め
、
同
時
に
そ
の
濁
立
性
ぞ
害
す
る
所
以

と
な
っ
て
ゐ
る
。

公
管
事
業
の
牧
入
、
叉
は
商
工
企
業
に
よ
る
牧
征
は
、
附
刑
来

に
於
て
増
加
し
、
地
方
閤
憾
の
強
算
に
有
力
な
る
財
源
を
輿
へ

る
事
に
な
る
で
あ
ら
・
フ
。

一-一
結

論

働
蘭
西
の
地
方
図
慢
は
、
千
差
高
別
で
あ
る
か
ら
、
悌
蘭
聞

の
地
方
財
政
欣
態
や
一
般
的
に
且
つ
形
式
的
に
批
判
し
た
所
で

結
局
徒
持
に
終
る
事
と
な
る
の
で
あ
る
。
小
な
る
農
村
に
於
て

は
、
全
牧
入
の
殆
ん
ど
全
部
が
サ
ン

-
7
4
1
ム
附
加
殺
か
ら
な

り
、
而
も
そ
の
サ
ン
テ
ィ

l
ム
附
加
税
は
、
耕
地
の
地
租
よ
り

由
来
し
て
ゐ
る
。
人
口
多
き
地
方
園
慢
に
於
て
は
、
住
宅
の
組

税
と
商
工
業
税
と
が
重
要
な
地
位
を
占
め
、
都
市
消
費
税
及
び

第
三
十
巻
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雑
種
院
は
、
人
口
瓦
千
以
上
の
地
方
閣
穂
に
の
み
問
題
と
な
る
。

大
都
市
に
於
て
は
そ
の
経
済
上
の
事
情
に
よ
り
、
財
政
牧
入
の

弾
力
性
に
愛
動
や
生
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
各
地
方
に
つ
き

研
究
を
試
み
比
較
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
然
し
大
轄
に

於
て
サ
ン
テ
ィ

l
ム
附
加
税
が
、
大
都
市
の
収
入
源
の
大
部
分

を
構
成
し
て
ゐ
る
事
は
、
之
を
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。

足
後
に
注
目
す
べ
き
は
、
巴
里
市
の
負
指
が
、
帥
帥
蘭
西
地
方

国
棋
の
線
債
務
の
三
分
の
二
に
昇
。
、
そ
の
支
出
が
、
線
支
出

の
四
割
五
分
ぞ
占
め
て
ゐ
る
事
で
あ
る
。
そ
し
て
巴
里
市
を
除

外
す
れ
ば
、
地
方
闇
慢
の
線
支
出
の
過
竿
は
、
三
七
、
九
八

の
地
方
圏
慢
中
の
百
未
満
な
る
都
市
の
負
躍
で
あ
る
。
こ
れ
は

都
市
の
財
政
需
要
が
非
常
に
大
で
あ
る
事
を
示
す
と
共
に
、
如

何
に
不
合
理
な
る
財
政
制
度
が
行
は
れ
て
ゐ
る
か
を
示
す
も
の

一
概
に
地
方
圏
慌
と
い
っ
て
も
、
都
市
と
地
方
と
の

で
あ
る
。

直
別
を
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
郎
ち
一
方
に
於
て
は
、
非
常
に
簡
軍

な
る
経
済
を
有
す
る
大
多
数
の
地
方
圏
鰭
あ
わ
て
、
或
は
非
常

に
貧
弱
に
し
て
全
く
補
助
金
に
依
存
し
、
或
は
耕
地
、
山
林
よ

。
上
る
牧
九
位
に
薬
品
d

富
裕
な
る
財
政
を
替
ん
で
ゐ
る
。
他
方
に



於
て
、
人
口
靖
加
の
著
し
き
諸
都
市
が
あ
っ
て
、
種
止
の
枇
舎

上
の
問
題
を
解
決
す
べ
き
一
職
務
を
有
し
て
ゐ
る
。
然
る
に
悌
蘭

西
の
財
政
制
度
は
、
二
れ
等
そ
一
様
に
取
扱
は
ん
と
す
る
所
に

矛
盾
を
含
ん
で
ゐ
る
の
で
あ
る
。

偽
蘭
西
の
地
方
財
政
は
、
こ
の
不
公
正
及
ぴ
誤
謬
会
避
け
る

銭
め
に
は
、
夫
々
各
地
方
園
鐙
の
経
済
僚
件
、
一
位
曾
録
件
に
順

肱
す
べ
き
様
に
、
財
政
'S

策
を
立
て
直
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
事
は
、

何
人
も
認
む
ゐ
所
で
あ
ら
う
。
然
し
ニ
の
目
的
舎
建
す
る
鎮
め

に
は
、
先
づ
地
方
図
慢
に
、
財
政
上
相
営
の
自
由
活
動
を
行
ふ

事
告
許
し
て
か
》
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
濁
逸
の
畢
者

の
所
謂
「
自
由
国
家
は
自
白
地
方
圏
鰻
よ
り
生
れ
る
」
と
い
ふ
言

は
、
悌
蘭
西
の
地
方
圏
慢
の
勝
来
を
卜
す
る
上
に
於
て
、
特
に

注
目
す
べ
き
事
で
あ
る
。

雑

我
掴
の
鍛
造
資
本
に
就
て

総

第
三
十
血
管

八
四
=
一

第
五
時
勘

一ー一一


